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指定地域密着型サービス事業者の変更について 
 

１ 事業主体 

  ・法人名称 株式会社心和 

  ・法人所在地 茨木市豊川四丁目３番10号 

 

２ サービスの種類 小規模多機能型居宅介護 

 

３ 事業所の名称 ほほえみの郷車作 

 

４ 事業所の所在地  茨木市車作323番地１ 

 

５ 変更日      令和７年５月１日 

 

６ 変更内容     下記の通り 

 

  変更前       

 

  サービス     小規模多機能型居宅介護 

  所在地      茨木市車作323番地１ 

  事業所名称    ほほえみの郷車作 

 

  変更後 

 

サービス     サテライト型小規模多機能型居宅介護 

所在地      茨木市豊川四丁目３番10号 

         介護予防サテライト型小規模多機能型居宅介護 

  事業所名称    ほほえみの郷豊川 

 

７ 変更理由      

           ソフト面において、事業所が所在する豊川地域の事情として、

低価格な老人ホームが増加し、当該施設の利用者が減少してい

こと、そしてハード面において、当該施設の設備の老朽化によ

り、利便性が低いことから、小規模多機能型施設のために設計

し、建築したほほえみの郷車作の施設を本体とし、ほほえみの

郷豊川をサテライト型へと変更する。そのため、豊川では新規

依頼を得るための窓口としての役割や要支援者や訪問介護サ

ービスの利用を主体とする要介護者等の受け皿とする。 

 

８ 法人からの申出書 別紙のとおり 

資料６―７ 
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指定地域密着型サービス事業者の変更について 
 

１ 事業主体 

  ・法人名称 株式会社心和 

  ・法人所在地 茨木市豊川四丁目３番10号 

 

２ サービスの種類 看護小規模多機能型居宅介護 

 

３ 事業所の名称 ほほえみの郷豊川 

 

４ 事業所の所在地  茨木市豊川四丁目３番10号 

 

５ 変更日      令和７年５月１日 

 

６ 変更内容      

 

  変更前        

 

  サービス     看護小規模多機能型居宅介護 

  所在地      茨木市豊川四丁目３番10号 

  事業所名称    ほほえみの郷豊川 

 

  変更後 

 

サービス     看護小規模多機能型居宅介護 

所在地      茨木市車作323番地１号 

  事業所名称    ほほえみの郷車作 

 

７ 変更理由     豊川の施設は老朽化が進む一方で、車作の施設は安全性や経済

性、利便性に富んでいる。そのため車作を本体施設にすること

により、柔軟な人員配置と法人の資源の集約により、利用者に

対して継続して安心安定した質で介護保険のサービス提供を

確保するため。 

            

８ 法人からの申出書 別紙のとおり 

 








